


JESA の機関誌第 1 号をお届けいたします。

　JESA は、 平成 26 年 11 月にそれまでの日本自家

発電保安推進協会を改組し、 緊急時の電力供給に不

可欠な自家用発電設備の保安体制の確立、 また、 将

来の自家用発電設備や中小規模で身近な発電設備と

して広く社会的な広がりが期待できる再生可能エネル

ギーや水素エネルギーなどの新エネルギー設備の保安

などを目的に活動を開始いたしました。

　災害時の非常電源として設置されている非常用発電

設備の多くのものは、 ディーゼル発電設備などの内燃

機関による自家用発電設備ですが、 その機能を維持するための点検整備では実際に発電

運転させる負荷試験を実施することが求められます。 しかし、 毎年 1 回の負荷試験の実施

を怠ったために 「いざという時」 に稼働できず、 非常用電源としての機能が果たせなかった

という事例も散見され、 社会的な問題とされているところです。 JESA では、 「自家用発電

設備の保安体制の確立」 という、 その設立目的に沿って、 組織体制の確立に努め、 取り組

みが遅れているとされる定期点検時の負荷試験の実施に対する理解を広め、 負荷試験に取

り組む事業者の拡大を進めるために、 試験装置の認証制度や負荷試験に携わる技術員を養

成する資格認定制度を創設するなど、 負荷試験を通じた安心を設置者にお届けするための

体制を整備し、 安全な負荷試験を提供できる事業者の登録制度なども創設したところです。

　こうした JESA の事業活動を広く理解して頂くとともに、 急速に広がり始めた会員の相互理

解促進などを願って、 機関誌を刊行し関係の皆様にお届けすることといたしました。

　今後とも、 JESA の活動にご理解頂き、 発電設備の保安の充実にご協力賜りますようお願

い申し上げます。

　　　　　 一般社団法人 日本エネルギー設備保安推進協会

（ＪＥＳＡ）

　　　　　　　　　　　　                    　代表理事　近藤 豊嗣

機関誌の発行について
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平成２７年度に実施した JESA の主な活動につい

て紹介します。

・ 推進委員会の活動

  推進委員会会議風景

　JESA の活動について意見を伺い、ＪＥＳＡの活

動の方向性などについて検討する推進委員会を

設置しています。

　推進委員会は、 JESA が取り組む発電設備の

保安業務や協会活動の広報・普及促進について、

平成２７年度には３回の委員会を開催して、 温泉

発電や太陽光発電などの取り組みについて検討

しました。

　平成２７年１０月６日に開いた第１回推進委員会

では、 推進委員会の役割や、 認証制度など各

種規程類整備の進捗状況の報告を行うとともに、

今後の JESA の運営について、 有意義な意見交

換を行いました。

　１２月８日に開いた第２回推進委員会では、ＪＥＳ

Ａが目指すべき保安技術の標準化について議論

するとともに、 今後 JESA が取り組むべき新技術

の一つとして計画中の地熱 （温泉熱） 発電につ

いて、 草津 （群馬県） の施設を JESA の新エネ

ルギーセンターとして位置づけ、 再生可能エネ

ルギーの活用例として推進していく方向で議論し

ました。 また、 JESA の社会貢献の一環として、

地震被害の大きいネパールの状況の報告を受

け、 JESA として電源確保の観点からどのような

協力ができるのかについて話し合いました。

　年明けの２０１６年２月８日には第３回推進委員

会を開催し、 JESA が整備した保安確保に関す

る諸制度について報告、 今後の方針などについ

て議論しました。 また、 広報活動について、 協

会事業について理解促進を図るために着実に啓

蒙 ・広報活動を充実させていくことも話し合われ

ました。 さらに、 JESA の社会貢献活動の一環と

してネパールなどの海外支援を含め幅広く議論さ

れました。

・ 資格講習会

　負荷試験の安全性の向上を図るため創設した

「負荷試験専門技術者」 の養成を開始しました。

資格講習はこれまで、 会員企業で負荷試験に携

わっている技術者を中心に２回の講習 ・ 資格付

与を実施し、20 人の「負荷試験装置専門技術者」

資格者が誕生しています。 JESA では、今後とも、

会員を始めとして、 発電設備の製造メーカーや

工事会社など、 また、 設置者側で発電設備の点

検業務などに携わる管理技術者なども対象にし

た資格講習を実施して、 発電設備の負荷試験に

携わる資格技術者の養成を加速化させていきま

す。

  資格講習会風景

発電設備保安の確立や新エネ活用など
～平成 27 年度の主な JESA の活動レポート～
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・ 新エネルギー活用の取り組み

　JESA では、 太陽光発電のより有効的な活用

を目指して、 太陽光発電とガスエンジン発電を

組み合わせたハイブリッド発電の研究開発を進め

ています。

　ハイブリッド発電の研究開発は、 緊急時の電源

として活用できる太陽光パネルと小型のガス発電

装置を搭載した移動電源車や、 地域の防災拠点

に常設して非常用電源としても活用できるハイブ

リッド型の自家発電装置の開発を目指して、

JESA の会員である株式会社辰巳菱機にその開

発を委託する形で進めています。 電源車は、 移

動電源車として、 被災地などの電源が必要な場

所に自ら移動して、 避難所などの電源として必

要な電力を供給します。 太陽光発電とガスエン

ジン発電を組み合わせることで、 必要な時に必

要なだけ必要な場所で安定的に電力を供給する

ことができます。 供給する電力は太陽光発電の

ほか低炭素のガス発電により、 極めてクリーンな

電力です。 また、 このシステムは、 移動電源装

置だけでなく、 小型の定置用電源として防災拠

点などに常設する最適な電源となります。 災害

時には避難所となる施設や行政機関などの重要

設備の屋根や敷地などに太陽光発電のほか、 ガ

ス発電設備を常設しておけば、 通常時は常用電

源として施設で使用する電力の一部を賄い、 災

害時などの停電時には自家用の非常用電源とし

て、 必要な電力が確保できることになります。

・ 社会貢献活動

・ ネパールでの電源支援活動

　JESA では、 社会貢献の一環として日本と同

様に震災の多いネパールに対する支援活動とし

て、 電源確保に向けた調査活動を行っています。

ネパールでの調査は、 JESA の推進委員会での

提案により、 現地調査などを進めているもので、

現地調査では、 ネパールの電力事情は水力発電

が中心で必要な電力は確保されていないことや、

特に渇水期の電力不足が深刻で、 小規模な太

陽光発電や風力発電などによる需要地近接型の

電源設備の普及が効果的であるとなどが報告さ

れました。 今後、 どのような支援が可能なのか、

その具体化に向けて引き続き検討を行っていき

ます。

       ネパールでの調査風景

・ 江東区役所での負荷試験実施レポート

　地震災害などの非常時に防災拠点として活動

の中心となる行政施設に設置される非常用発電

設備の保安確保は特に重要です。 JESA の所在

地でもある江東区でも、 毎年１回本庁舎を全館

停電して電源設備の自主定期検査が行われてい

ます。 昨年１０月に実施された検査では、 非常用

発電設備と災害時に本庁舎の電源供給が不能と

なった場合に電源設備として活用される可搬型

のディーゼル発電設備 （1000kVA） の負荷試験

も実施されました。 このディーゼル発電設備は、

JESA の保安活動の一環として、 JESA の会員で

ある株式会社辰巳菱機が協力して江東区と締結

している 「災害時の電源供給に関する協定」 に

基づいて提供されるもので、 災害時の電源確保

のために、 非常用電源の保安確保の重要性が改

めて認識できました。

　 　　江東区役所での試験風景
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・ 負荷試験の保安のための取り組み

　非常用発電設備の保安確保に不可欠な負荷

試験の確実な実施を進めるために、 JESA では

負荷試験に関連する保安体制の整備を積極的に

進めることとし、 昨年度 （平成２７年度） には、

負荷試験装置の製品認証制度、 負荷試験の実

施に携わる技術者を養成する負荷試験装置専門

技術者制度、 負荷試験の実施内容を定める負

荷試験実施要領を定めるとともに、 そうした協会

の諸制度を活用する「JESA方式の負荷試験」（認

証を受けた試験装置を使って、 専門技術者の資

格者が、 実施要領に基づいた負荷試験を行い、

実施済証を表示する） の普及拡大に努めること

といたしました。

　さらに、 新年度 （平成２８年度） は、 負荷試験

の拡大と質の向上に取り組む試験事業者に対す

るサポート制度として、 JESA の活動に賛同して

JESA 方式の負荷試験を導入する事業者に対す

る 「登録事業者制度」 も創設いたしました。

　これまで発電設備の保安確保に不可欠な負荷

試験の普及に向けて、 JESA がこれまでに整備

した諸制度について紹介します。

・ 製品認証制度

　非常用発電設備の負荷試験の安全確保と質の

向上に向けて、 試験に用いられる乾式負荷試験

装置の製品認証制度を創設しました。

　この製品認証制度は、 主に非常用発電設備の

負荷試験に用いる乾式負荷試験装置製造基準を

定め、 型式認証を行うもので、 型式認証を取得

した事業者は， 認証された乾式負荷試験装置を

協会の登録工場で製造し、 当該装置に認証マー

クを表示して出荷することで、 試験事業者に安

全性 ・信頼性の高い負荷試験装置を提供すると

いうものです。

　負荷試験装置の製造を行う工場は、 認証基準

を満たす負荷試験製品を製造できる設備や体制

が整備されていることを確認して登録工場として

認定し、 登録工場で製造され型式認証を受けた

装置については認証マークを表示して出荷され

ます。

　認証マークの使用に当たっては、 定期的な使

用報告を求め、 違反があれば、 失効等の必要

な手続きをとることで、 制度の信頼性を確保し

ています。

     製品認証シール

  低圧負荷試験装置

・ 負荷試験専門技術者の資格制度

　JESA では、 製品認証制度の創設と同時に、

非常用発電設備の負荷試験を実施する技術者の

養成を目的に 「乾式負荷試験装置専門技術者」

の資格制度を設け、 負荷試験に携わる技術者の

養成を開始しました。 乾式負荷試験装置専門技

術者は、 非常用発電設備などの機能確認 ・保全

を目的に JESA が認定する技術資格制度です。

　乾式負荷試験装置専門技術者は、 文字通り負

荷試験を実施する上で必要となる知識と技能を

保有している技術者で、 発電設備の負荷試験の

現場で試験を安全、 確実に執り行い安全に完了

することができます。

負荷試験の保安確保へ諸制度を整備
～製品認証、 技術者資格などを充実する JESA 方式の仕組み～
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　また、 乾式負荷試験装置専門技術者資格は、

負荷試験を安全 ・確実に実施できる知識と技能

を有していることを実務経験と講習試験により確

認したうえで、 付与されます。 これは、 負荷試

験事業者に在籍する一定の実務経験がある技術

者が受講できます。

　負荷試験の依頼者は、 資格を確認することで、

専門技術者であることが確認できるので、 安心

して負荷試験を依頼することができます。

         第 3種負荷装置専門技術者資格証

  　負荷試験の様子

・ 実施済証表示制度

　JESA では、 信頼性の高い負荷試験の普及拡

大に向けて、 負荷試験実施済証の表示制度を

創設しました。 「表示制度」 は、 協会が認証した

「乾式負荷試験装置」 を使用して、 協会の 「乾

式負荷試験装置専門技術者」 が、 協会が定め

る 「負荷試験実施要領」 に従って負荷試験を実

施、 異常のないことを確認した発電設備に 「負

荷試験実施済証」 （点検済証） を表示するもの

です。 負荷試験が適切に実施されたことを分か

りやすく表示して、 発電設備の管理者に安心感

を与えるとともに、 負荷試験に対する認知度を

高めることが期待できるものです。 このような

JESA 方式の負荷試験 （「資格者」 による 「認証

装置」 を使った 「実施要領」 に基づく負荷試験）

が普及することにより、 自家用発電設備の信頼

性の向上を図ることが期待できます。

  　 実施済証

・ 事業者登録制度

　JESA では、 優良な負荷試験を実施する負荷

試験事業者を協会の登録事業者として認定する

負荷試験事業者登録制度を創設しました。 事業

者登録制度は、 JESA 方式の負荷試験を実施す

る能力と意欲のある事業者を登録し、 JESA 方

式の負荷試験の拡大を目指します。

＊

　JESA では、 今後さらに、 負荷試験の更なる

安全確保に向けて、 各種保安制度の充実を図る

とともに、 情報提供や情報交流、 各種研修会や

講習会などの活動を活発化させ、 会員相互のレ

ベルＵＰを目指していきます。
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　JESA では、 5 月 5 日に第 1 回定時総会を開

催いたしました。 定時総会では、 平成 27 年度

の事業報告、 平成 28年度の事業計画について

説明し、 承認されました。 平成 27 年度の事業

報告では、 発電設備の負荷試験の安全性と信頼

性を高めるために昨年相次いで整備した負荷試

験装置の認証制度や専門技術者資格制度などに

ついて紹介し、 JESA の活動の中心となっている

発電設備の保安体制の確立について必要な諸制

度が整備されたことが報告されました。 引き続き

行われた平成 28年度の事業計画では、 前年度

に引き続き発電設備の保安充実のために、 製品

認証や資格制度の普及に努め、 JESA 方式の負

荷試験の実施拡大に向けた活動を充実させるこ

ととしています。

平成 28年度の JESA の事業計画の中から主な

活動について紹介します。

                        

１. 負荷試験装置等に関する品質性能に係る認証

　乾式負荷試験装置の品質及び信頼性の確保

を目的に昨年度創設した 「製品認証制度」 を着

実に運用して、 認証基準に合致した乾式負荷試

験装置の普及 ・拡大に努めます。 また、 認証装

置を使用した負荷試験の実施モデルの確立を目

指します。

２. 負荷試験装置等に関する技術の指導及び専門
技術者の養成

　負荷試験に携わる専門技術者の養成を目的に

昨年度創設した 「資格認定制度」 を着実に運用

して、 高度な技術を有する質の高い専門技術者

の養成に努めます。 資格認定講習は、 受講者の

拡大が見込める場合には、 定期開催についても

考慮します。 また、 講習内容の充実を図り認定

資格者の更なる技術レベルの向上に努めるととも

に、 資格認定制度の広報 ・周知等の強化を図り

受講者の確保に努めます。

３. 点検済み証の表示推進と負荷試験事業者の
登録について

　乾式負荷試験装置を用いた非常用発電設備

の適正な実施と普及を目指して、 負荷試験が適

正に実施されたことを分かりやすく示す表示制度

として昨年度創設した 「点検済証」 制度の普及

を着実に推進するために、 JESA 方式に基づく

負荷試験の普及に協力する 「登録負荷試験事

業者」 制度の創設を図ります。 登録事業者が実

施した負荷試験については試験データを保存し、

会員を始めとして関係機関が活用する体制を整

えることで更なる負荷試験技術の向上に貢献し

ていきます。

４. 負荷試験装置等に関する調査及び研究

　国によって進められている電力システム改革等

によって、 発電設備を取り巻く環境が著しく変化し

てきていることに対応して、 協会事業活動の方

向について検討するために調査 ・研究を行いま

す。 具体的には、 負荷試験の実施状況のデータ

ベース構築に向けて検討を開始し、 早期のデー

タベースの構築と公表のあり方について検討しま

す。

５. 負荷試験装置等に関する規格、 基準の作成
及び普及

　JESA の基本的使命であるエネルギーシステム

の保安等に向けて、 JESA が定める民間規程や

指針の早期策定 ・整備に注力します。

６. 負荷試験装置等に関する内外関係機関等との
交流及び協力

　発電設備の保安に関する負荷試験をはじめと

する維持管理の充実について、 関係官庁 ・ 団体

と協力し、 発電設備の保安の充実に向けた活動

に取り組みます。

JESA が第 1 回定時総会を開催
～社会貢献や保安確保の充実へ事業計画などを承認～
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７. 変電設備、 自家発電設備等の負荷試験、 耐
電圧試験、 各種継電器試験並びに保守、 点検
及び斡旋の理解促進と普及に向けた取り組み
（１）ｅ－ダミーテストの普及 ・ 啓蒙活動の推進

　協会ＨＰ、 各種メディアへの情報発信、 協会

主催のセミナー及び講習会等を通じて、 「ｅ－ダ

ミーテスト （１/３負荷試験）」 の普及 ・ 啓蒙活動

を継続的に展開する。

（２） 普及 / 広報活動の充実化

　当協会事業活動についての理解促進を図るた

め、 平成２８年度は協会の普及 / 広報活動を充

実させ、 発電設備の保安についての取り組みを

強化する。

①協会ＨＰ等を活用した協会事業活動について

の情報発信の充実化を図り、 会員を始めとする

社会的な普及啓発に努める。

②発電設備の保安について、 負荷試験の実施啓

発をテーマとした、 パンフレット、 ポスター等を制

作し、 啓発活動の充実化を図る。

③セミナー、 研修会、 講習会、 講演会等の開催

　発電設備の保安確保についての理解促進を進

めるために、 研修会や講習会などの開催を検討

する。 テーマについては推進委員会で検討する。

④表示制度の推進

　昨年度負荷試験の "あんしん "を確保するた

めに開始した、 「安心」 な負荷試験が実施され

たことを表示する点検済み証表示制度の普及に

向け、 会員を始めとする負荷試験事業者や、 発

電設備オーナーに対する理解促進と普及に向け

た取り組みを活発化させる。

８. 水素の貯蔵、 風力・太陽光・リチウムイオンバッ
テリー等の 新エネルギーを利用して発電した電力の
貯蔵並びに貯蔵装置の保守、 点検及び斡旋
　エネルギー設備の保安体制の確立に取り組む

協会事業との関連性等を考慮して、 再生可能エ

ネルギーの普及や新技術に係る調査研究を開始

する。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■事務局便り

・ 機関誌がついに創刊と相成りました。

これまで、 非常用発電設備の負荷試験の推進を

軸に、様々な取組を行ってまいりました。 今号は、

それらの総括としての発行となります。

今後の本誌では、 ご覧の皆様に有意義な情報を

お届けできるよう、 尽力させていただきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■エネルギー設備と保安　創刊号

■発行日　平成２８年９月 12 日

■発行所　一般社団法人日本エネルギー設備保安推進協会

        　(JESA)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■編集後記

・今年４月から電力小売り事業が自由化されまし

た。 それによって、 発電した電気を自由に販売

することもできるようになりました。 自家発電設

備も自家用の枠を超えて余剰電力を販売するこ

とができるようになったわけで、 これまで主に非

常用電源として普及してきた中小規模の自家発

電設備も、 より長時間により多様な負荷に、 ある

いは送電線を利用する遠隔地の負荷に電力を供

給する電源へと役割が増して行くことになると思

われます。 JESA では、 そのような中小規模の

発電設備を安全に使用するための保安確保を目

指して、 今後、 この機関誌を始め、 様々な情報

ツールを通じて必要な情報発信を行ってまいりた

いと考えています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■編集　JESA 事務局

■住所　〒136-0074

　　　　東京都江東区東砂 7-16-12

　　　　TEL:03(5677)5644 FAX:03(5677)5646
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